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会議の名称 
平成２９年度第３回福津市郷づくり推進協議会代表者会議 

 

開催日時 
平成２９年９月２９日（金）１３:３０～１５：００ 

 

開催場所 
市役所別館 １階大ホール 

 

委員 

【出席者】※（）は欠席 

勝浦 ：新海悦生、伊熊泉 

津屋崎：山脇清、御厨忠男 

宮司 ：坂根康廣、（藤山曻） 

福間 ：小山勝昭、中村勝利 

神興 ：掛札剛一、富松享一 

上西郷：今里幸和、楢原純江 

神興東：保本周司、中村良三 

福間南：原秀俊、川原睦夫 

郷づくり 

マネージャー 

・専任事務局員 

【出席者】 

 御厨浩、大神常男、三原道雄、廣渡策生、鶴田隆子、原俊久、石田まな

み、古里美津子 

職員 

永島地域振興部長、増田学校教育課長、吉住学校教育課教育指導主事、 

堀田防災安全課長、松崎防災安全課安心安全まちづくり係長、香田総務課

文書法制係長、笹田総務課文書法制係員、城野都市管理課計画係長 

事務局 
花田郷づくり支援課長（地域振興部理事）、石井郷づくり支援課郷づくり

支援係長、梶原郷づくり支援課郷づくり支援係員 

会

議 

内容 

１．市長あいさつ 

２．依頼・説明事項 

①平成２９年度福津市立小中学校校長研修会への出席について（学校教育

課） 

 ②福津市一斉防災訓練（11 月 11 日実施）等について（防災安全課） 

  津波災害警戒区域の指定に係る住民説明会の開催について（福岡県[防

災安全課]） 

③投票管理者等（10 月 22 日衆議院議員総選挙等）の選任依頼について

（市選挙管理委員会[総務課]） 

④都市計画マスタープラン策定に関する意見交換会について（都市管理

課） 

３．その他 

・市議会議員選挙の選挙日に係る請願について 

 

配付資料 

・次第 

・席次表 

・平成２９年度福津市立小・中学校校長研修会への出席について（お願い） 

・平成２９年度福津市一斉防災訓練概要 

・津波災害警戒区域の指定に係る住民説明会の開催について（ご案内） 

・投票管理者等の選任について（依頼） 

・都市計画マスタープラン策定に関する意見交換会についてお詫びとお知ら  

 せ 

 

 

会議内容（要点） 
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１． 市長あいさつ 

市長があいさつを述べた。 

 

２．依頼・説明事項 

①平成２９年度福津市立小中学校校長研修会への出席について（学校教育課） 

  学校教育課が小中学校校長研修会への出席を依頼した。 

 

委員 

 出席者は学校運営協議会の委員を兼ねてもいいのか。 

学校教育課 

 もちろん構わない。小学校長とは交流があると思うが、中学校長との交流の機会はあまりな

いと思うので、ぜひご参加いただきたい。 

 

 ②福津市一斉防災訓練（11 月 11 日実施）等について（防災安全課） 

津波災害警戒区域の指定に係る住民説明会の開催について（福岡県[防災安全課]） 

防災安全課が一斉防災訓練の概要説明と津波災害警戒区域の指定に係る住民説明会の開催

について、説明した。 

 

委員 

 前々から担当課には訓練内容を伝えているが、資料では神興東地域は体験型訓練のみの実施

となっている。この資料を地域住民が見たときに、これだけの参加人数がいてこれだけしか

しないと受け取られてしまう。実際は２部構成で、１部では避難訓練、２部では体験型訓練

と炊き出しを行う。誤解が生じないようにきちんと正確に掲載してもらいたい。 

防災安全課 

 記載内容など改めて見直すこととしたい。 

委員 

 非常食が配られるのは任意訓練だけか。必須訓練だけの地域に配慮はないのか。 

防災安全課 

 非常食は数に限りがあり、任意訓練をやっているところに配分するように考えた。今回はこ

れでいかせていただき、次回以降の検討材料としたい。 

委員 

 必須訓練に重点をおいて取り組む地域もある。訓練の実態を認識した上で対応すべきではな

いか。 

防災安全課 

 今回は、訓練参加の申し込みがあったところに対して割り当てている。申し込みはあくまで

任意のため、申し込みがなかったところには配分していない。 

委員 

 申請主義だからといって書類を配るだけでは不親切である。この代表者会議で地域に対して

一斉防災訓練の案内をしているのだから、申し込みを締め切る前に地域に訓練内容を確認す

ることもできたのではないか。もっと丁寧に対応してほしい。担当課の対応は良くない。昨

日、防災訓練の説明を地域で開催した際に出た、質問の答えがはっきりしなかった。先日の

台風接近の際、漏水しているため池の下流にある施設に避難所を開設した市の考え方を答え
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てほしい。 

防災安全課 

 行政としては安全と判断して避難所を開設した。 

委員 

 これまで経験したことのないような大雨など、経験則では話にならない。しっかり状況を調

べて見解を述べるべき。担当課の受け答えは無責任ではないか。この対応を市長はどう考え

るか。 

市長 

 ため池については、議会でもやりとりがあったが、しっかりと検証したい。防災訓練につい

ては、今日の資料だけでは分からないので、意見をいただいて修正していきたい。訓練の主

体が郷づくり単位ではないところもある。できるだけ郷づくり単位で訓練をしていただきた

いと思っている。 

委員 

 避難訓練でタオルを玄関にかけると留守宅であることが分かってしまう。防犯対策で警察と

の連携はどうなっているのか。 

防災安全課 

 その旨警察署にはしっかりと伝えている。 

委員 

 そういったことをこういう場で言ってもらえると安心する。そのような連携内容なども周知

すべき。津波災害警戒区域の指定について、どのような津波の想定をしているのか。 

防災安全課 

 西山断層の地震がＭ7.6 で、最大 3ｍの津波を想定している。詳細な災害想定は福岡県の説明

による。 

 

③投票管理者等（10 月 22 日衆議院議員総選挙等）の選任依頼について（市選挙管理委員会

[総務課]） 

総務課が投票管理者等の選任について依頼した。 

 

総務課 

期限が非常に短く大変申し訳ないが、選出をお願いしたい。会議の日程等で期限を過ぎる場

合は、その旨連絡をいただければと思う。 

委員 

 選挙当日は投票所がプリンセス駅伝のおもてなし会場になっている。投票に差し支えないよ

うに内部で調整してほしい。 

 

④都市計画マスタープラン策定に関する意見交換会について（都市管理課） 

都市管理課が都市計画マスタープランの意見交換会の日程変更について説明した。 

 

３．その他 

 ・市議会議員選挙の選挙日に係る請願について 

委員 

 選挙日程の変更の請願について、地域内で話したところ、これは政治活動に該当するのでは
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ないかという意見があった。前回提案した請願を取り下げて、陳情でいきたい。 

委員 

 請願は政治活動で、陳情は政治活動でないという根拠はない。請願権は全国民にその権利が

あり、これに対して、議会は答える義務が生じる。陳情はあくまで酌量を求めるものであっ

て、多くのケースは資料配布のみで終わり、議題にすらならない。重みが違う。一部の議員

が請願だと政治活動と捉えているようだが、その根拠について教えてほしい。地域として請

願書はすでに提出している。 

委員 

 これは代表者会議の場で機関決定をするべきものなのか。会長名で動くとなると地域の代表

として動くことになるので、持ち帰って地域の同意を得ることが必要。 

委員 

 先ほど選挙事務における管理者等の選任を代表者会に委ねられたが、これを拒否することも

できる。そう考えると、この代表者会の意向で選挙も成り立っていることになる。あくまで

請願はお願い事であって、政治活動に該当するという見解が分からない。 

市長 

 地方自治法に規定されている住民自治の項目に請願権のことについて記載されている。この

問題は非常にパブリックなものなので、請願そのものには問題ないと思う。例え陳情であっ

ても文書で残るので意義はある。協議会会長名で出す以上は地域の代表として責任が出てく

るので慎重に判断してもらいたい。 

委員 

 請願が陳情に変わって内容が一部変更になっている。文書の内容的に政治活動に該当する可

能性はないか。 

委員 

 文面の捉え方の問題で、拡大解釈されればどのようにでも受けとられる。請願はあくまで賛

同する人だけで請願するものであって、賛同を求めたものではない。前回の請願の文書内容

でも何ら問題ないと思う。 

委員 

 前回、請願の提案を受けて、各地域ではどんな意見が出たのか共有したい。 

委員 

 まだ地域の意見は聞いていない。あくまで地域別の取り組みで良いと思う。 

委員 

 地元の議員の意向は全員反対。地域としては陳情に変更して再度意見を聞くことにしたい。 

委員 

 実際にやるときは地域に諮る。請願でも陳情でも構わない。 

委員 

 地域内では検討していない。地域別での対応で良いと思う。 

委員 

 まだ結論は出ていない。個人的には請願ではなく陳情ということで改めて検討したい。 

委員 

 前回提案のあった請願について役員会で承認を得たが、紹介議員がまだ決まっていない。 

委員 

 請願か陳情かはこの場で決めておいた方が良いのではないか。 
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委員 

 まず陳情して、その後請願するというのはどうか。 

委員 

 請願が遅くなりすぎると審議不十分で時間切れになってしまうので注意が必要。 

委員 

 主旨には賛成だが、請願になると議決事項になり、議員の表決が明らかになる。そのことで

議員活動に影響は出てくる。また場合によっては市長不信任案が提出され、市長の議会解散

権の行使も考えられる。もう少し穏やかなやり方を望んでいる。 

委員 

 今回提案した陳情について、８つの郷づくり会長名には拘らず、各地域での対応ということ

にしたい。福間地域は会長名で提出する予定。 

委員 

 会長名か自治会長名連名かどうかは統一した方が良いと思う。 

委員 

 出すか出さないか、連名のあり方も含めて、地域の判断にまかせてほしい。 

郷づくり支援課 

 郷づくり推進協議会長名の肩書きをつけた場合は、少なからず郷づくりとしての関わりは出

てくるので熟慮してほしい。個人名となると直接議会事務局に提出していただくことにな

る。郷づくり支援課で預かることはできない。 

委員 

 請願書は肩書きをつけずに賛同者の連名で議会事務局に直接提出した。 

委員 

 各地域の意見を踏まえ、請願か陳情か、提出するかしないかも各地域で判断していただきた

い。 

 

・機構改革について 

郷づくり支援課 

 機構改革により 10 月から世界遺産登録推進室と教育総務課の文化財係と史跡整備係が統合さ

れて、教育部文化財課として創設された。 

委員 

 世界遺産に関する観光や産業振興などはどの部署が担うのか。 

地域振興部長 

 世界遺産関連については文化財課だけではなく、関係部課長による世界遺産保存活用連携会

議を組織して取り組んでいく。 

 

 

 






























